
会社はＢ副長が「不適切な言動をした」事を認めず！ 

更には、先ほど回答した回答内容まで言い換える！ 
「指導」と「対応」では会社がＢ副長に行った行為の意味が違ってくる 

事実を確認するための内容を聞いても回答せず！ 

①Ａ社員の調書内容にあるＢ副長の不適切な言動に関する内容が真実であるかを聞くと 

②Ａ社員の調書にあったＢ副長の不適切な言動を会社は認めるかを聞くと 

「指導をした＝不適切な言動をした」と認めるかを再度聞くと 

不当処分 ・不当転勤の撤回を求め、 

更 な る た た か い を 推 し 進 め よ う ！ 
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会社 

不適切な課題はあったので副長に指導している 
 

（副長に）必要な対応をした


